
ＦＵＫＵＩ外国人材受入サポートセンター運営事業委託業務仕様書 

 

１ 委託業務名  

ＦＵＫＵＩ外国人材受入サポートセンター運営事業委託業務 

 

２ 目的  

  県内に事業所を有する事業者（以下「県内事業者」という。）および県内で就業しまたは

就業の希望・予定がある外国人（以下「外国人材」という。）向け相談窓口として、「ＦＵ

ＫＵＩ外国人材受入サポートセンター」（以下「センター」という。）を設置し、県内事業

者の外国人材受入・定着に係る相談対応やマッチング支援を行うとともに、外国人材の県

内就業を支援することにより、外国人材が中長期的に活躍できる体制の整備を促進し、県

内事業者の人材確保に寄与することを目的とする。 

 

３ 本仕様書の位置づけ 

本仕様書は、受託者が実施すべき業務内容等について最低限度の基準を定めたものであ

る。よって、受託候補者を選定するプロポーザルの提案内容を踏まえ、実際の業務委託契

約締結時には内容を変更することがある。 

 

４ 履行期間  

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５ センターの設置場所および開所時間等 

  設置場所：福井市西木田２丁目８－１ 福井商工会議所ビル３階 

  開所時間：月～金曜日 ９：００～１７：００（業務時間：８：３０～１７：１５） 

  閉所時間：土、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日） 

   なお、設置場所に係る費用のうち、賃借料（光熱水費・共益費を含む。）は県が別途負

担するため委託料には含めないものとする。ただし、本業務遂行にあたり必要となるそ

の他一切の費用（事務機器・用具リース料や自動車リース料および駐車場賃借料、通信

費（電話回線使用料、インターネット回線使用料等）、設置場所清掃費、消耗品等）につ

いては委託料に含めるものとする。 

   また、開所時間については、県が本業務遂行上必要として設定した時間であることか

ら、企画提案者が本設定以上の提案を行った場合には、県と協議の上で、当該開所時間

に変更することがある。 

 

 



６ 委託業務内容  

（１）県内事業者向け相談対応 

  ア 相談対応形式 

   ① 窓口相談 

   ② 事業者訪問相談 

   ③ サテライト相談（出張相談会等） 

   ④ オンライン相談（Ｗｅｂ相談） 

   ⑤ その他の相談（電話、電子メール等） 

  イ 主な相談対応内容 

   ① 外国人材の求人・採用選考に関すること 

   ② 外国人材の雇用・労務管理に関すること 

   ③ 外国人材の在留資格に関すること 

   ④ 外国人材の定着・育成に関すること 

   ⑤ その他外国人材に関すること 

  ウ その他 

   ・ 相談対応については、原則センターにて実施することとし、所管外の事項につい

ては、適切な他機関に取り次ぐこと。 

   ・ 相談対応については、単発の対応のみならず、継続した対応が必要となる場合に

は、適切な伴走支援を行い、外国人材の採用・定着につなげること。 

・ 県や他自治体などの公共団体からの問合せについても、適宜対応すること。 

・ 相談対応にあたっては、委託契約書に定める事項を遵守し、県内事業者の内部情

報等の漏えい防止その他の県内事業者の企業情報の適切な管理のために必要な

措置を講じること。 

 

（２）外国人材向け相談対応 

  ア 相談対応形式 

   ① 窓口相談 

   ② 大学等訪問相談 

   ③ サテライト相談（出張相談会等） 

   ④ オンライン相談（Ｗｅｂ相談） 

   ⑤ その他の相談（電話、電子メール等） 

  イ 主な相談対応内容 

   ① 日本の就職制度および慣行に関すること 

   ② 県内事業者の求人情報に関すること 

   ③ 採用選考に関すること 

   ④ 雇用契約に関すること 



   ⑤ キャリア形成に関すること 

   ⑥ 日本語能力・学習に関すること 

   ⑦ ①～⑥に付随する、在留資格申請に関すること、職場での悩みに関すること等 

  ウ その他 

   ・ 相談対応については、原則センターにて実施することとし、所管外の事項につい

ては、適切な他機関に取り次ぐこと。 

   ・ 相談対応については、単発の対応のみならず、継続した対応が必要となる場合に

は、適切な伴走支援を行い、外国人材の就職・定着につなげること。 

・ 相談対応にあたっては、原則として日本語での対応に限る。やむを得ず多言語対

応が必要となる場合には、県が別途設置している「ふくい外国人相談センター」

と連携し対応すること。 

・ 大学や専門学校、日本語学校等の教育機関への訪問などを行い、本事業について

広く外国人材へ周知すること。 

・ 相談対応に当たっては、委託契約書に定める事項を遵守し、相談者の個人情報の

漏えい防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。 

 

（３）県内事業者向けセミナーの開催 

  ア 開催形式 

     原則として対面形式で開催すること。 

  イ 開催回数 

    年２回以上 

  ウ 参加対象者 

    県内事業者（経営者、人事・労務担当者等） 

  エ セミナーテーマ・内容等 

    在留資格制度改正や外国人材受入れの優良事例等、県内事業者の現状やニーズを

踏まえ、本業務の目的に寄与するテーマ・内容とすること。なお、詳細は県と協議し、

その承認を受けること。 

  オ 主な業務内容 

   ① セミナーの企画・立案 

   ② 会場、講師等の手配 

   ③ 参加者の募集 

   ④ 会場設営、当日の運営 

   ⑤ 参加者アンケートの実施 

   ⑥ その他セミナー開催にあたり必要となる付随業務 

  カ その他 

   ・セミナー会場に相談ブースを設け、サテライト相談を行うことを可とする。 



（４）外国人留学生向け企業訪問ツアーの開催 

  ア 開催形式 

     対面形式で開催すること。 

  イ 開催回数 

    年４回以上 

  ウ 参加対象者 

    外国人留学生 

  エ ツアーテーマ・内容等 

    外国人留学生および県内事業者の現状やニーズを踏まえ、本業務の目的に寄与す

るテーマ・内容とすること。なお、詳細は県と協議し、その承認を受けること。 

  オ 主な業務内容 

① ツアーの企画・立案 

② 参加者の県内移動手段の手配 

③ 出展事業者の募集（８社以上） 

④ 参加者の募集 

   ⑤ 会場設営、当日の運営 

   ⑥ 出展事業者および参加者アンケートの実施 

   ⑦ 参加者に対するアフターフォローの実施 

   ⑧ その他付随業務 

  カ その他 

・ 出展者募集にあたり、県内事業者向けセミナーを開催しても差し支えない。なお、

本セミナーについては、（３）県内事業者向けセミナーの開催回数および参加者数

に含めても差し支えない。 

・ 参加者（留学生・求職者等）の募集にあたり、大学、専門学校等を訪問し、合同

企業説明会について広く周知を図ること。また、参加者（留学生・求職者等）募

集にあたり、参加対象者向けセミナーを開催しても差し支えない。 

 

（５）外国人留学生と県内事業者とのオンラインおよび対面での合同企業説明会の開催 

  ア 開催形式 

オンライン合同説明会は、原則として県内事業者が会場集合型によりブース形式

で出展するものとし、外国人留学生は各ブースをオンラインで訪問できる形式とす

ること。 

対面での合同説明会は、各企業のブースを設け、外国人留学生が各ブースに訪問で

きる形式とすること。 

  イ 開催回数 

    オンラインおよび対面それぞれ年１回以上 



  ウ 出展事業者数 

    オンライン：４０社程度以上 

    対   面：２０社程度以上 

  エ 参加対象者 

   ・ 卒業・修了年次の県内外の外国人留学生（大学生、大学院生、短大生、高専生、

専門学校生等） 

   ・ 「技術・人文知識・国際業務」等の専門的・技術的分野の在留資格で就労するた

めの学歴・経験要件を満たしている県内外の外国人求職者 

・ 卒業・修了年次未満の外国人留学生や、就労が認められる在留資格を有する外国

人材を参加対象とすることも認めるが、関係法令等を遵守するよう留意すること。 

  オ 主な業務内容 

   ① 説明会の企画・立案 

② 会場、講師等の手配 

③ 出展事業者の募集 

④ 参加者の募集 

⑤ 企業情報冊子等の作成（出展事業者の魅力発信） 

⑥ 会場設営、当日の運営 

⑦ 出展事業者および参加者アンケートの実施 

⑧ 参加者に対するアフターフォローの実施 

⑨ その他説明会開催にあたり必要となる付随業務 

  カ その他 

・ 出展者募集にあたり、県内事業者向けセミナーを開催しても差し支えない。なお、

本セミナーについては、（３）県内事業者向けセミナーの開催回数および参加者数

に含めても差し支えない。 

・ 参加者（留学生・求職者等）の募集にあたり、大学、専門学校等を訪問し、合同

企業説明会について広く周知を図ること。また、参加者（留学生・求職者等）募

集にあたり、参加対象者向けセミナーを開催しても差し支えない。 

 

（６）外国人材受入ハンドブックの作成 

  ア 作成・配布形式 

     県内事業者の外国人材の受入れに資するため、外国人材受入ハンドブックを作成・

配布する。配布形式は紙および電子データ（ＰＤＦ等）によるものとする。 

  イ 作成数量 

    １,５００部程度 

  ウ ハンドブック掲載内容等 

    日本および福井県の外国人材受入れの現状や在留資格制度解説など、県内事業者



における外国人材の受入れに資する内容とすること。なお、詳細は県と協議し、その

承認を受けること。 

  エ 主な業務内容 

   ① ハンドブック掲載内容に係る企画・立案 

   ② ハンドブック印刷 

   ③ 県内事業者への配布 

 

（７）その他付随業務等 

   ① 県内事業者や大学への訪問等、アウトリーチ活動を積極的に行い、県内事業者お

よび外国人材等に対し広く本業務を周知するなどして、センター利用者の開拓に

取り組むこと。 

   ② センターのＷｅｂサイト・ＳＮＳ等の運用や県が別途認定している「ふくい外国

人コミュニティリーダー」との連携により、県内事業者や外国人材等にセンター

の周知に効果的な情報を発信し、センターの利用を促すこと。 

   ③ 県が別途実施している外国人材受入支援関係事業の利用促進に協力すること。 

④ 県が別途協定を締結している民間人材紹介・派遣会社と連携し、県内企業と外国

人材のマッチングを支援すること。 

   ⑤ 本業務の実施にあたって、県が別途設置している「福井県人材確保支援センター」

や「ふくい外国人相談センター」、福井労働局などの関係行政機関、福井県経済団

体連合会などの経済団体、大学、専門学校などの教育関係機関等との連携に努め

ること。 

   ⑥ センター利用者の満足度およびニーズをアンケート等により把握し、サービスの

質の維持・向上に努めるとともに常に最新の情報を収集すること。 

   ⑦ 相談者からの苦情等への迅速かつ適切な対応および不測の事態への対応を行う

こと。 

   ⑧ 本業務に関連して取得した個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15年法

律第 57号）第２条第１項に規定する情報をいう。以下「個人情報」という。）お

よび企業情報の保護については、委託契約書に定める事項を遵守し、適切な情報

管理を行うこと。 

 

７ 業務にあたって配置する人員 

  「６ 委託業務内容」を遂行できる人員体制とすることとし、本事業の委託料の範囲内で

下記の（１）～（６）の人員を配置することとする。また、業務着手前に緊急時等も含む

連絡先、従事者氏名、役割を記載した体制表を提出すること。なお、変更が生じた場合は、

速やかに変更内容を書面で提出すること。 

 



（１）運営責任者 １人 

   ・常勤専従とし、業務全体を統括するとともに、県および関係機関の連絡調整を行う

こと。 

   ・外国人材向け職業紹介事業者における実務経験を有する者など、出入国在留管理制

度等に精通し、県内事業者および外国人材に対する相談対応・受入支援等を的確に

実施できる能力を有する者を配置すること。 

 

（２）専門相談員（企業向け相談窓口） １人 

   ・県内事業者（利用者）からの相談に対応し、各利用者の相談内容に応じた助言等を

行うこと。 

   ・運営責任者を補佐すること。 

   ・常勤者を指定する必要はなく、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士等の専

門家をシフト制で配置すること。 

 

（３）専門相談員（外国人材向け相談窓口） １人 

   ・外国人材（利用者）からの相談に対応し、各利用者の相談内容に応じた助言等を行

うこと。 

   ・運営責任者を補佐すること。 

   ・キャリアコンサルタント等の専門家を配置すること。なお、常勤者を指定する必要

はなく、複数人をシフト制で配置することも可とする。 

 

（４）専門相談員（外国人留学生相談窓口） １人 

   ・外国人留学生からの相談に対応すること。 

・大学、専門学校などの教育関係機関等と連携し、外国人留学生に向けて、県内企業 

就職の促進を行うこと。 

   ・運営責任者を補佐すること。 

     ・週１日以上配置すること。 

   ・キャリアコンサルタント等の専門家を配置すること。なお、常勤者を指定する必要

はなく、複数人をシフト制で配置することも可とする。 

 

（５）事務補助者 １人 

   ・運営責任者および専門相談員の事務補助、受付業務等を行うこと。 

 

（６）その他の人員 

   ・委託業務の遂行にあたり、必要に応じて上記（１）～（５）の人員以外の人員を臨

時的に配置することも可とする。ただし、当該人員を配置する場合には、配置目的、



従事業務内容、配置期間等を明らかにしたうえで、県と協議し、その承認を受ける

こと。 

 

８ 業務の管理 

（１）センター利用者の情報および相談内容  

① センターの利用者情報および相談内容については、運営責任者および複数の専門

相談員間で円滑に情報共有・引継ぎが可能となるよう、クラウド型アプリケーシ

ョン等を活用し、電子データとして記録・管理すること。 

② ①について、集計分析を行い業務に活用すること。 

（情報集計の分類例） 

・相談内容  

（ア）外国人材の採用計画に関すること 

（イ）外国人材の求人に関すること 

（ウ）外国人材の面接等選考に関すること 

（エ）外国人材の雇用契約に関すること 

（オ）外国人材の在留資格申請に関すること 

（カ）外国人材の受入準備に関すること 

（キ）外国人材の定着・育成に関すること 

（ク）その他外国人材に関すること 

・在留資格種別 

（ア）技術・人文知識・国際業務 

（イ）特定技能 

（ウ）技能実習 

（エ）留学生（資格外活動のアルバイト） 

（オ）身分に基づく在留資格 

（カ）特定活動 

（キ）その他の在留資格 

 

（２）業務の定期報告 

   月ごとに下記の内容を取りまとめ、概ね当該月の翌月１０日までに県に報告すること。

また、各業務の中で行うアンケート等については、集計が完了次第速やかに県に報告す

ること。なお、これにかかわらず、県から求めがあった場合は適宜報告を行うこと。 

① 「10 委託事業の成果目標」の達成状況 

② 県内事業者（利用者）の相談件数、内容および業種等の内訳 

③ 外国人材（利用者）の相談件数、内容および在留資格等の内訳 

④ 県内事業者向けセミナー、オンライン合同企業説明会、外国人材受入ハンドブッ



ク作成の進捗状況等 

⑤ センターのＷｅｂサイト等運用状況（アクセス状況等を含む） 

⑥ 業務の課題および提案等 

⑦ その他県が報告を求める事項 

 

９ 委託業務の対象経費 

  本業務に関連のない経費については対象経費として認めないので、受託者にあっては、

本委託業務に要した経費を明確に区分して管理すること。なお、備品（取得価格が１０万 

円以上のもの）は、原則としてレンタルまたはリースで対応すること。 

  また、機器設備の購入、不動産物件の取得および施設の改修等は対象経費と認めない。 

 

10 委託業務の成果目標 

（１）「６（１）県内事業者向け相談対応」および「６（２）外国人材向け相談対応」関係

相談対応件数：延べ７７０件程度 

 

（２）「６（３）県内事業者向けセミナー」関係 

  参加者数：延べ２００人程度 

 

（３）「６（５）外国人留学生と県内事業者とのオンラインおよび対面での合同企業説明会

の開催」関係 

  参加者数：合計１５０人程度 

 

（４）本業務により支援した県内事業者の採用者数および支援した外国人材の就職者数 

  ４３０人程度 

 

11 委託業務完了時の取り扱い等 

（１）委託業務完了時に次の資料等を県に提出すること。 

   ① 本業務に関する資料および電子データ一式 

   ② 本業務における実施内容および実績を示す報告書 

   ③ その他県が指示する資料 

 

（２）委託業務完了に先立ち、県または県の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間

を設け、円滑に業務引継ぎを行うこと。またＷｅｂサイト（ドメイン）やＳＮＳアカウ

ント、電話番号、センター利用者の情報・相談内容等についても、センター利用者への

影響が生じないよう円滑な引継ぎを行うこと。 

 



 

12 その他 

（１）本業務の実施にあたっては、県や関係機関と十分に連携を図ること。 

（２）本業務の実施にあたっては、各種法令の遵守を徹底すること。 

（３）本業務の実施にあたっては、利用者に金銭負担を生じさせないことを原則とする。（利

用者が相談窓口への来所する際などに必要となる交通費および駐車料金を除く。） 

（４）６（１）および（２）の相談対応では、官公署へ提出する書類の作成および代理申請

など、専門相談員が有する資格により法令上認められている独占業務を行ってはな

らない。また、利用者から独占業務にかかる依頼があった場合であっても、当該独占

業務を行う特定の者（専門相談員自身およびその所属法人等を含む。）をあっせんし

または勧誘することをしてはならない。 

（５）本業務により得られた成果物の所有権および各種情報（個人情報を含む。）、著作権法

（昭和４５年法律第４８号）に定める著作権(同法第２７条および第２８条で定める

権利を含む。)については、県に帰属するものとする。なお、県は、ビジュアル、コ

ピー、ロゴタイプなどを、公共の目的のために使用し、または県が指定する者に使用

させることができるものとする。 

（６）すべての成果物が第三者の著作権およびその他の権利を侵害していないことを保証

すること。ただし、県の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。 

（７）本業務に係る経理を明らかにするために、他の経理と区別して会計帳簿および証拠書

類を整備するものとし、全ての証拠書類について、業務完了日の属する年度の翌年度

４月１日から起算して５年間保存しなければならない。 

（８）本仕様書に定めのない事項または本仕様書に定める事項に関し、疑義が生じた場合は

県と協議して定めるものとする。 

 

 


